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●特別児童扶養手当制度とは…
　身体や精神に障がいのある満２０歳未満の児童に
ついて、児童の福祉増進を図るための制度です。

●受給資格者
　手当を受けることができる人は、身体や精神に一
定程度の障がいのある児童の父もしくは母、または
父母にかわって児童を養育している人です。

●児童扶養手当制度とは…
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、

児童の福祉の増進を図るための制度です。
●受給者資格

手当を受けることができる人は、次の条件に
当てはまる児童（18歳に達する日以降の最初の
３月31日までの間にある者）を監護している父
または母や、父母にかわってその児童を養育し
ている人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいがあ

る場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
①�父母が離婚した後、父または母と生計を同じ
くしていない児童

②父または母が死亡した児童
③�父または母が重度の障がい(国民年金の障が
い等級１級相当)にある児童

④父または母の生死が明らかでない児童
⑤�父または母から引き続き１年以上遺棄されて
いる児童

⑥�父または母が引き続き１年以上拘禁されてい
る児童

⑦母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧父母とも不明である児童

●次のような場合は、手当を受けることができません。
児童が
①日本国内に住所がないとき
②�障がいを支給事由とする公的年金をうけること
ができるとき

③児童福祉施設等に入所しているとき
④父、母または養育者が日本国内に住所がないとき

●次のような場合は、手当を受けることができません
児童が
①日本国内に住所がないとき
②�父または母の死亡について支給される公的年金
を受けることができるとき

③�父または母に支給される公的年金の加算対象に
なっているとき

④�労働基準法等の規定による遺族補償を受けるこ
とができるとき

⑤児童福祉施設等または里親に委託されているとき
⑥�父または母の配偶者（内縁関係を含む）に養育
されているとき（父または母が重度の障がいに
ある場合を除く）

　父母または養育者が
①日本国内に住所がないとき
②�国民年金法による老齢福祉年金を除く公的年金
を受けることができるとき（※平成26年12月１
日より制度が変わり年金受給額が児童扶養手当
の額に満たない場合は差額が支給される場合が
あります。）

③�平成15年４月１日の時点で、離婚等による支給
事由が発生してから５年を経過しているとき

　この制度に該当されると思われる方は、認定の請
求を行ってください。（※所得制限があります。）

保健福祉課福祉係　☎２－２４５４お問い合わせ先

町民課戸籍医療年金係　☎２－２４５３お問い合わせ先

◎募集内容　水道ガスメータ検針員　若干名
◎業務内容　詳しい内容は面接時に説明します。
◎応募資格　普通自動車運転免許を有している方
◎選考方法　面接により決定
◎募集期限　随　時
※詳細等は左記までお気軽にお問い合わせください。山越郡長万部町字長万部３０１番地１


